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いじめ発生時の対応等の流れ

生徒・保護者等 市教委学　　校

【いじめの定義】（第２条）
「いじめ」とは，児童等に対して，当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又
は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって，当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じてい

報告

生徒や保護者等 教職員 学年会、学科・コース会、教育相談担当者会、教科会

いじめ対策委員会
人権・こども支援課
生徒指導班

１ いじめへの対応
① いじめられた生徒やその保護者等の気持ちに寄り添い，組織
的に対応する。

② いじめられた生徒からいじめの状況を聞き取り，生徒の安全
を確保する。

③ いじめに関わった生徒からいじめに至った経緯を聞き出し、
いじめを一方的に叱責するのではなく，背景にある問題を明ら
かにする。

④ 早急に，いじめの全体像の正確な把握を行い，いじめの解決
に向けた対応策や役割分担，方針を職員会等で決定する。
⑤ 「何がいじめなのか」「いかなる理由があろうとも，いじめ
は人間として許されない行為である」ことをいじめに関わった
生徒に指導し，その保護者等にも事実を伝える。

⑥ 必要と判断した場合には，関係機関と連携し適切に対応す
る。

⑦ いじめの解決に向けては，状況に応じて，形式的な謝罪や和
解を急がず，いじめられた生徒の心の回復状態や，いじめに関わ
った生徒の反省状況，保護者等の理解等を総合的に判断する。

⑧ いじめが解消した後も，生徒たちを継続して見守り，支援
を行う。

２ 校内指導体制
① 学級担任等の単独での対応・指導ではなく，複数の教職員に
よる対応・指導を原則とし，直ちに管理職及び教職員への報告
を行う。

② 必要と判断した場合には，関係する生徒や保護者等の了解を
得た上で，学級や学年等で生徒たちに対し，いじめの事実や原
因について考える場を設定する。
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